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社会福祉法改正





社会福祉法人の存在意味が問われている

• 28年3月31日に社会福祉法改正が成立、翌日に交付された
• その趣旨は
①社会福祉法人がちゃんとした組織運営をしているか

②非課税団体として何をしているか



具体的には

•評決機関として評議員会を必置、一定規模以上法人に会計監査人
を義務つけ

•財務諸表、定款などの公表（公開）
•必要な資金と活用可能な資金の明確化、活用可能な資金がある場
合の事業展開の計画化

•地域における公益的な取り組みの実施の責務など



平成27年度全国厚生労働関係部局長会議（H28.1.19～20）



















社会福祉法人の地域にお
ける公益的な取組について

社援基発０６０１第１号

平成２８年６月１日

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長



















財務省－財政健全化目標の達成に向けて

2017年4月
（平成29年）の

「消費税10％化」も
その一環だった！



「経済・財政再生計画」～骨太の方針における
社会保障改革の基本的な考え方

�経済財政運営と改革の基本方針2015（骨太の方針2015）
（平成27年6月30日）
これまで3年間の社会保障関係費の実質的増加が高齢化
による増加分に相当する伸び（1.5兆円程度）となっている基
調を2018年度（平成30年度）まで継続していくことを目安に効
率化、予防等や制度改革に取り組む

�経済財政運営と改革の基本方針2016（骨太の方針2016）
（平成28年6月2日）においても継続方針
昨年閣議決定した「経済・財政再生計画」の初年度の予算
となる28年度予算を着実に実施するほか、アクション・プログ
ラムに沿ってワイズ・スペンディングを強化するなど、経済・財
政一体改革を引き続き推進



経済財政運営と改革の基本方針2015
（骨太の方針）
• [１]社会保障（基本的な考え方）
• 2020年度（平成32年度）に向けて、社会保障関係費の伸びを、高
齢化による増加分と消費税率引上げとあわせ行う充実等に相当する
水準におさめることを目指す

• （負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化）
• 介護保険における高額介護サービス費制度や利用者負担の在り方等
について、制度改正の施行状況も踏まえつつ、検討を行う。

• 次期介護保険制度改革に向けて、高齢者の有する能力に応じ自立し
た生活を目指すという制度の趣旨や制度改正の施行状況を踏まえつ
つ、軽度者に対する生活援助サービス・福祉用具貸与等やその他の
給付について、給付の見直しや地域支援事業への移行を含め検討を
行う。



２９年度予算で約１４００億円圧縮

•高額療養費の見直し（約２２０億円）
•後期高齢者の保険料軽減措置見直し（約１９０億円）
•高額薬剤（オプシーボ）の薬価下げ（約２００億円）
•入院時の水光熱費の見直し（約２０億円）
•高額介護サービス費の見直し（約１０億円）
•介護納付金の総報酬割導入（４４０億円）
•協会けんぽの超過準備金分の国庫補助分の減額（３２０億円）



ニッポン一億総活躍プラン

• 一億総活躍社会は、女性も男性も、お年寄りも若者も、一度失敗を経験
した方も、障害や難病のある方も、家庭で、職場で、地域で、誰もが活
躍できる全員参加型の社会を指す。この創造のため「戦後最大ＧＤＰ
600兆円」、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」を目指している。

• アベノミクスの成果を活用し、子育てや社会保障の基盤を強化し、新た
な第二・第三の矢により、子育てや介護をしながら労働参加を拡大し、
潜在成長率の底上げを図る。賃上げを通じた消費・民間投資を更に拡大
し、多様な方々の参加による多様性がイノベーションを通じた生産性向
上を促し、経済を強くする。新三本の矢は、三本あわせて究極の成長戦
略。これら三本の矢を貫く横断的課題である働き方改革と生産性の向上
という重要課題に取り組んでいくもの。

閣議決定
（平成28年６月２日）



４．「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向（要旨）

（１）介護の環境整備
• 介護人材の処遇は、平成29年度からキャリアアップの仕組みを
導入、月額平均１万円相当の改善。介護保険制度下での対応を
基本に、予算編成過程で検討

• 介護福祉士の修学資金貸付制度
• 再就職準備貸付制度の更なる充実
• 高齢人材の活用
• 介護ロボットの活用促進、ＩＣＴ等を活用した生産性向上の推
進、行政が求める帳票等の文書量の半減

• 経済連携協定（ＥＰＡ）に基づく介護人材の活用



（４）地域共生社会の実現
• 子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きが
いを共に創り、高めあうことができる「地域共生社会」を実現

• 自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、福祉などの
地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことので
きる仕組みを構築。

• 寄附文化を醸成し、ＮＰＯとの連携や民間資金の活用を図る。



地域共生社会の実現
地域包括ケアの深化

第１回「我が事、丸ごと」地域共生社会実現本部 ２８年７月１５日







介護保険制度の見直し



※ 厚生労働省ホームページより



社会保障審議会介護保険部会（第55回）（H28.2.17）

介護保険制度の見直しにかかる「主な検討事項」として、（１）地域包括ケアシステムの推進
（２）介護保険制度の持続可能性の確保の観点から、以下について協議・検討がなされる。



主な見直し内容

•高額介護サービス費
★一般区分３７２００円→４４４００円（３０年８月）
★１割負担のみの世帯は年間上限４４６４００円（３７２００円×１２）。
３２年７月まで

•利用者負担
★現役所得並み２割⇒３割（３０年８月）一人世帯３４０万円、二人４
６３万円以上

•介護給付金の総報酬割
★２９・３０年度２分の１、３１年度４分の３，３２年度全面導入



•生活援助サービス
★生活援助を中心とした訪問介護の要件緩和

•福祉用具貸与
★国が商品ごとに平均価格を公表。貸与事業者に平均価格と自社
の貸与価格の両方の利用者への説明などを義務付け



介護保険法等改正
地域包括ケア強化法案















介護給付費分科会



施設サービスではすべて、居宅サービスで
もほとんどが収支差率低下





赤字施設
32.4％

特養の収支差率は過去最低の3.0％、赤字施設は過去最大の３割超
（全国老施協 平成27年度収支状況等調査結果速報）

• 全国老施協が行った収支状況等調査結果（速報値）によると、収支差率は、昨年度
と比べ0.7ポイント低下し、調査を開始した平成14年度以降で過去最低の3.0％と
なった（国庫補助等を除いた収支差率は△1.1％）。

• また、収支差率が0.0％未満の施設は4.5ポイント増加し、平成17年度以降、過去
最大水準の32.4％となった。

「介護老人福祉施設等 収支状況等調査」
• 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会が介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等の収支状況を継続的に調査し、今後の介護保険制度見直し及び介護報酬改定等に向けた経営・制度対策を講じるため

の基礎データを蓄積していくため、昨年度分の収支状況等の調査を行っているもの。
「国庫補助金等特別積立金取崩額」
• 施設の開設においては、補助金交付によって施設設立・固定資産の支払いに充てられることになるが、期間償却と同様、補助金収入についても、一定の期間、分割して補助金収入として計上している。し

かしながら、実際にそれに見合った金額が入っているわけではないため、「収益」であるとはいえない。このため、当該額を除いた収支差率を提示している。

収支差率
3.0％



２８年度の調査研究

•通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション等中重度者へのリ
ハビリテーション内容等の実態把握

•病院・診療所等が行う中重度者の医療ニーズに関する調査
•介護老人保健施設における施設の目的を踏まえたサービスの適正
な供給体制に関する調査

•介護老人福祉施設における医療的ケアの現状についての調査
•居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の業務等に関する調査
•認知症高齢者への介護保険サービス提供におけるケアマネジメント
等の調査

•介護保険制度におけるサービスの質の評価に関する調査



介護人材の処遇改善



キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件

のいずれも満たさず

加算（Ⅲ）
(※旧加算(Ⅱ))

（月額１万５千円相当）

加算（Ⅳ）
(※旧加算(Ⅲ))

（加算(Ⅲ)×0.9）

加算（Ⅴ）
(※旧加算(Ⅳ))

（加算(Ⅲ)×0.8）

加算(Ⅱ)
(※旧加算(Ⅰ))

(月額２万７千円相当)

算
定
要
件

キャリアパス要件Ⅰ

キャリアパス要件Ⅱ

職場環境等要件

のいずれかを満たす

キャリアパス要件Ⅰ
又は

キャリアパス要件Ⅱ

＋
職場環境等要件を
満たす

キャリアパス要件Ⅰ
及び

キャリアパス要件Ⅱ

＋
職場環境等要件を満
たす（平成27年4月以
降実施する取組）
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加算(Ⅰ)
(新規)

(月額３万７千円相当)

キャリアパス要件Ⅰ
及び

キャリアパス要件Ⅱ
及び

キャリアパス要件Ⅲ
＋

職場環境等要件を満た
す（平成27年4月以降
実施する取組）

(注)「キャリアパス要件Ⅰ」…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
「キャリアパス要件Ⅱ」…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
「キャリアパス要件Ⅲ」…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
「職場環境等要件」…賃金改善以外の処遇改善を実施すること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

介護職員処遇改善加算の区分
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平成29年度介護報酬改定の概要（案）

○ 平成２９年度介護報酬改定は、介護人材の処遇改善について、平成２９年度より、
キャリアアップの仕組みを構築し、月額平均１万円相当の処遇改善を実施するため、臨
時に１．１４％の介護報酬改定を行うものである。

（参考）
介護報酬改定率：１．１４％
（うち、在宅分：０．７２％、施設分：０．４２％）

１．改定率について

○ 事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手
厚く評価を行うための区分を新設する。

○ 新設する区分の具体的な内容については、現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定に
必要な要件に加えて、新たに、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定
の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること（就業規則等の明確な書面で
の整備・全ての介護職員への周知を含む）」とのキャリアパス要件を設け、これらを全
て満たすことを要することとする。

○ 上記に伴い、介護職員処遇改善加算の区分と加算率については、次頁以降のとおりと
する。

２．平成29年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応

社保審－介護給付費分科会

第135回（H29.1.18） 資料１

※内訳は、1.14％のうち、在宅分と施設分
の内訳を試算したもの



サービス区分
介護職員処遇改善加算の区分に応じた加算率

加算Ⅰ 加算Ⅱ 加算Ⅲ 加算Ⅳ 加算Ⅴ

・（介護予防）訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

１３．７％ １０．０％ ５．５％

加算（Ⅲ）によ
り算出した単位
×０．９

加算（Ⅲ）により
算出した単位
×０．８

・（介護予防）訪問入浴介護 ５．８％ ４．２％ ２．３％

・（介護予防）通所介護
・地域密着型通所介護

５．９％ ４．３％ ２．３％

・（介護予防）通所リハビリテーション ４．７％ ３．４％ １．９％

・（介護予防）特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

８．２％ ６．０％ ３．３％

・（介護予防）認知症対応型通所介護 １０．４％ ７．６％ ４．２％

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

１０．２％ ７．４％ ４．１％

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 １１．１％ ８．１％ ４．５％

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・（介護予防）短期入所生活介護

８．３％ ６．０％ ３．３％

・介護老人保健施設
・（介護予防）短期入所療養介護（老健）

３．９％ ２．９％ １．６％

・介護療養型医療施設
・（介護予防）短期入所療養介護（病院等）

２．６％ １．９％ １．０％

サービス区分 加算率

（介護予防）訪問看護 、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）福祉用具貸与、
特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援

０％

２．加算算定非対象サービス

１．加算算定対象サービス

介護職員処遇改善加算に係る加算率について
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未来投資会議
• 未来投資会議は、日本経済再生本部の下、第４次産業革命をはじめとする将来の成長に資する分野におけ

る大胆な投資を官民連携して進め、「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と構造改革の加速化を図る
ため、産業競争力会議及び未来投資に向けた官民対話を発展的に統合した成長戦略の司令塔的位置付け。

• 介護においては、ロボット・ICTの導入の負担軽減の効果（アウトカム）を実証し、介護報酬等によるイ
ンセンティブ付の検討を行うこととしている。これを“自立支援介護”と称して加算、取り組んでいない場
合には減算といった報道もあり、機能維持・改善のみをもって“自立”とする見方には注意が必要。



自立支援介護に意見書
１２月５日 厚労大臣に



•要介護度改善の見込みが小さい高齢者の受け入れを阻害
•自立支援介護の評価尺度に弾力性がないため利用者に望まぬ栄
養摂取やリハビリを強要する可能性がある

•在宅復帰が難しい利用者にさえ在宅復帰を目指すべきという強迫観
念を与えかねない



•中重度要介護者を受け入れる特養では要介護度改善しないことは
施設の怠慢ではなく自然の摂理

•自立支援とは自己実現であり、ADL回復は目的ではなく、QOL向上
のための手段。制度による強制は「QOL向上を伴わないADL回復の
自己目的化になりかねない

•今後はICTの活用で各特養で培われた経験を集約・蓄積し、そこから
得られるスキルを普遍化していくべき。要介護度改善はあくまでも応
用の一つ



介護保険における自立支援





いわゆる「自立支援介護」とは



伴走型自立支援による「自己実現介護」



私たちは、要介護度を自立支援における唯一の
尺度とした介護報酬の削減に強く反対します
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私たちが実践しなければならないこと

１．利用者本位

２．自立支援

３．対等

４．選択

５．地域ケア

６．契約

７．サービスの質
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利用者本位

•本当に自己決定を尊重してサービスを提供しているでしょうか
•利用者の自律性や個別性を大切にしたケアを実践しているでしょう
か

• あなたの実践しているケアプランを利用者が点数をつけるとしたら何
点なんでしょうか。100点満点付きますか？
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自 立 支 援

• その人の自立とは何かを考えていますか

•利用者がしていること、できる可能性があること、できないことを分
かっていますか

•利用者の持っている力を奪ってはいないでしょうか

•自立を考えたケアプランになっていますか
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対 等

•利用者との間に強者と弱者の関係になっていないでしょうか

•利用者に人格ある存在として接していますか

•利用者との間に信頼関係はありますか
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選 択

• ライフスタイルに合わせたサービス提供に努めているでしょうか

•個別的なニーズに応じることのできる資源創出に努めているでしょう
か

•利用者の選択権を奪っていないでしょうか
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地 域 ケ ア

•地域住民･事業者･自治体と共に取り組む福祉のあり方をめざしてい
ますか

•生活の基盤は地域にあることを理解した関わりとケアに努めていま
すか

•施設も在宅も地域ケアに向けられたものであることを認識しサービ
スに努めていますか
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契 約

• きちんとした契約を交わしていますか

•契約に基づくサービスを提供していますか
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サービスの質

•サービスの質の向上に努めているでしょうか

•自分の質を上げる努力をしていますか（プロほど練習をしま
す）



現場がいかに動くか

•福祉サービスの理念は「尊厳の保持」と「自立支援」（社会福祉法第
３条）

•介護保険の目的も「尊厳の保持」と「自立支援」（介護保険法第１条）
•目の前の利用者の「尊厳」と「自立支援」を守れるのは、現場にいる
皆さんしかいない。皆さんがやらずに誰がやるのか

• その実践が制度を動かし、人を呼び寄せ、安心して暮らせる社会を
つくる



基本を守り、お客様の笑顔のために働きま
す

•今回のテーマがまさに社会福祉法と介護保険法の理念の実現につ
ながっています


